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○基幹統計調査の承認

統計調査の名称 実  施  者 主  な  承  認  事  項 承認年月日  

該当無し

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画

について、主な内容を掲載したものである。
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○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H25.6.18 たばこ小売販売業経営実態調査 財 務 大 臣

H25.6.20 介護事業実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H25.6.20 就労条件総合調査 厚 生 労 働 大 臣

H25.6.26 公的年金加入状況等調査 厚 生 労 働 大 臣

H25.6.28 特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査 内 閣 総 理 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H25.6.3 配偶者等からの暴力に関する実態調査 福 井 県 知 事

H25.6.3 さいたま市商品出荷先地域調査 さ い た ま 市 長

H25.6.3
子ども・子育て支援新制度施行に向けた事業者経営実態調査
（平成25年度届出）

横 浜 市 長

H25.6.6 家庭の温室効果ガス排出量の削減に関するアンケート調査 新 潟 県 知 事

H25.6.7 住宅リフォーム緊急助成事業【事業者向け】アンケート調査 佐 賀 県 知 事

H25.6.10 民間賃貸住宅にお住まいの皆様に関するアンケート調査 神 戸 市 長

H25.6.12 福岡市「新設事業所（創業者）」実態調査 福 岡 市 長

H25.6.17 「ふくい健康の森」と健康・生きがいづくりに関する調査 福 井 県 知 事

H25.6.17 労働情勢調査 佐 賀 県 知 事

H25.6.18 自転車交通安全県民意識調査 埼 玉 県 知 事

H25.6.20 大阪市港区「企業実態調査」 大 阪 市 長

H25.6.21 毒物劇物業務上取扱者防災対策調査 愛 知 県 知 事

H25.6.21 鳥取県ひとり親家庭等実態調査 鳥 取 県 知 事

H25.6.24 埼玉県就労実態調査 埼 玉 県 知 事

H25.6.24 神戸市市街地西部地域の活性化に関するアンケート調査 神 戸 市 長

H25.6.27 滋賀県建設産業実態調査 滋 賀 県 知 事

H25.6.28 高知県職場の健康づくり実態調査 高 知 県 知 事

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H25.6.3 ワーク・ライフ・バランス取組状況調査 千 葉 県 知 事

H25.6.4 外国人住民統計調査 鳥 取 県 知 事

H25.6.5 平成25年度　神戸市民１万人アンケート 神 戸 市 長

H25.6.5 第12期　市政アドバイザー　第１回意識調査 神 戸 市 長

H25.6.6 労働条件実態調査 滋 賀 県 知 事

H25.6.10 鉱工業生産動態調査 滋 賀 県 知 事

H25.6.14
東京の中小企業の現状に関するアンケート調査（サービス産
業編）

東 京 都 知 事

H25.6.14 川崎市高齢者等実態調査 川 崎 市 長

H25.6.24 労働状況実態調査 川 崎 市 長

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもの
　　である。
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H25.6.26 神戸市内景況・雇用動向調査 神 戸 市 長

H25.6.27 京都府鉱工業生産動態統計調査 京 都 府 知 事

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもの
　　である。
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 たばこ小売販売業経営実態調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年６月１８日 

【実施機関】 財務省理財局総務課たばこ塩事業室 

【目 的】 たばこ小売販売業者の経営実態を調査し、たばこ小売販売業許可事務等たば

こ関係行政の適正な運用に資することを目的とする。 

【調査の構成】 １－たばこ小売販売業経営実態調査票 

【公 表】 インターネット（財務省ホームページ及びｅ－ｓｔａｔ） 

※ 

【調査票名】 １－たばこ小売販売業経営実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国（沖縄を除く） （単位）事業所 （属性）たばこ小売販売

業の許可を受けている事業所 （抽出枠）母集団名簿：製造たばこ小売販売

業許可台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，１００／２７４，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）直近の事業年度（１年間） 

（系統）財務省理財局→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２６年１月～２月 

【調査事項】 １．販売店コード、２．たばこ小売販売の許可者名義（氏名又は商号）、

営業所所在地及び住所、３。たばこ小売販売の許可（指定）を受けた年、４．

経営形態、５．店舗の経営（従業者、世帯構成），６．営業形態（業種、た

ばこの販売形態、営業時間）、７．店舗規模（面積、売上規模及び店舗外収

入）、８．記入者氏名、連絡先  
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【調査名】 介護事業実態調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年６月２０日 

【実施機関】 厚生労働省老健局老人保健課 

【目 的】 本調査は、介護報酬改定のための基礎資料を収集する一環として行うもので

あり、介護保険制度における各種介護サービスを提供する施設及び事業所の収支

状況等を把握し、おおむね３年ごとに実施される介護報酬の改定に向け、介護報

酬改定の骨格案を検討するための基礎資料を収集することを目的とする。なお、

平成２５年度調査に限り、平成２６年４月の消費税率引上げに伴う対応方策や介

護報酬改定の要否及びその内容の検討に必要となる情報を得ることを目的とす

る。 

【調査の構成】 １－介護事業経営概況調査（特別調査） 介護老人福祉施設・地域密着

型介護老人福祉施設票  ２－介護事業経営概況調査（特別調査） 介護

老人保健施設票 ３－介護事業経営概況調査（特別調査） 介護療養型医

療施設票 ４－介護事業経営概況調査（特別調査） 居宅サービス・地域

密着型サービス事業所票（予防含む）（福祉関係）５－介護事業経営概況調

査（特別調査） 居宅サービス・地域密着型サービス事業所票（予防含む）

（医療関係） 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－介護事業経営概況調査（特別調査） 介護老人福祉施設・地域密着型

介護老人福祉施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設及び事業所 （属性）介護老人福祉施設、地

域密着型介護老人福祉施設 （抽出枠）介護サービス施設・事業所調査の名

簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０８１／７，５２２ （配布）郵送 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２５年６月末時

点（項目によっては、２４年度の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、６．支出の状況、７．消費税課税対象支出の状

況、８．設備投資の状況 等 

※ 

【調査票名】 ２－介護事業経営概況調査（特別調査） 介護老人保健施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設及び事業所 （属性）介護老人保健施設 （抽

出枠）介護サービス施設・事業所調査の名簿 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９８３／３，９２１ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２５年６月末時点（項

目によっては、２４年度の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者－報

告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、６．支出の状況、７．消費税課税対象支出の状

況、８．設備投資の状況 等 

※ 

【調査票名】 ３－介護事業経営概況調査（特別調査） 介護療養型医療施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設及び事業所 （属性）介護療養型医療施設 （抽

出枠）介護サービス施設・事業所調査の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７１９／１，６９０ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２５年６月末時点（項

目によっては、２４年度の実績等） （系統）厚生労働省－民間事業者－報

告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、６．支出の状況、７．消費税課税対象支出の状

況、８．設備投資の状況 等 

※ 

【調査票名】 ４－介護事業経営概況調査（特別調査） 居宅サービス・地域密着型サー

ビス事業所票（予防含む）（福祉関係） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設及び事業所 （属性）訪問介護事業所、訪問

入浴介護事業所、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション事業所、

通所介護事業所、療養通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短

期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護

事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、認知症対応型通所介護事

業所、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、複合型サービス事業所 （抽出

枠）介護サービス施設・事業所調査の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２，３０７／１５９２８９（これらの

うち福祉関係） （配布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）平成２５年６月末時点（項目によっては、２４年度の実績等） （系

統）厚生労働省－民間事業者－報告者 
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【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、６．支出の状況、７．消費税課税対象支出の状

況、８．設備投資の状況 等 

※ 

【調査票名】 ５－介護事業経営概況調査（特別調査） 居宅サービス・地域密着型サー

ビス事業所票（予防含む）（医療関係） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設及び事業所 （属性）訪問介護事業所、訪問

入浴介護事業所、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション事業所、

通所介護事業所、療養通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短

期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護

事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、認知症対応型通所介護事

業所、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、複合型サービス事業所 （抽出

枠）介護サービス施設・事業所調査の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２，３０７／１５９２８９（これらの

うち医療関係） （配布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 

（把握時）平成２５年６月末時点（項目によっては、２４年度の実績等） （系

統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．サービス提供の状況、２．居室・設備等の状況、３．職員配置、４．

職員給与、５．収入の状況、６．支出の状況、７．消費税課税対象支出の状

況、８．設備投資の状況 等  
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【調査名】 就労条件総合調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年６月２０日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課賃金福祉統計室 

【目 的】 本調査は、主要産業における企業の労働時間制度、定年制等及び賃金制度等

について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかに

することを目的とする。 

【調査の構成】 １－就労条件総合調査 調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：調査実施年の１０月、詳細：調査実施年

の翌年１月） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－就労条件総合調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類の大分類のうち、

「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・

水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，

保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿

泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」（その他の生活関

連サービス業のうち、家事サービス業を除く。）、「教育，学習支援業」、「医

療，福祉」及び「サービス業（他に分類されないもの）」（政治・経済・文化

団体、宗教及び外国公務を除く。）に属し、常用労働者３０人以上の民営企

業 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，１００／１５１，０００ （配布）

郵送・調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）毎年１月

１日現在（一部の項目については、基準日の前年１月から１２月までの１年

間又は基準日の前々年４月から前年３月までの１年間） （系統）厚生労働

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１２月１日～翌年１月３１日（ただし、

廃止や規模縮小により対象外となった企業の代替分の調査については、３

月１０日までとする。） 

【調査事項】 １．企業の属性に関する事項（１）企業の名称、（２）本社の所在地、（３）

企業の主な生産品の名称又は事業の内容、（４）企業全体の全常用労働者数、

（５）労働組合の有無、（６）期間を定めずに雇われている労働者数、（７）

企業にある業務、２．労働時間制度に関する事項（１）所定労働時間、（２）

週休制、（３）年間休日総数、（４）年次有給休暇、（５）変形労働時間制、（６）

みなし労働時間制、３．定年制等に関する事項（１）定年制、（２）定年後

の措置、４．賃金制度に関する事項（１）賃金形態、（２）賃金制度の改定
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状況、（３）時間外労働の割増賃金率、５．資産形成に関する事項（１）貯

蓄制度、（２）持家援助制度、（３）持株援助制度及びストックオプション制

度、（４）社内保健援助制度、（５）定年退職者への援助制度  
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【調査名】 公的年金加入状況等調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年６月２６日 

【実施機関】 厚生労働省年金局事業企画課調査室 

【目 的】 本調査は、公的年金の加入状況を世帯員個々について調査し、公的年金加入

状況と世帯の状況、就業状況、地域的特性との関連を把握するとともに、公的年

金に関する周知度等を把握することにより、年金の事業運営及び今後の年金制度

の検討のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－公的年金加入状況等調査 調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－公的年金加入状況等調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成２５年１０月３１日現在にお

いて１５歳以上の世帯員 （抽出枠）平成２５年国民生活基礎調査の調査区

（５５３０地区）から１８００地区を無作為に抽出し、その地区内の全世帯

（約９万世帯）の１５歳以上の世帯員を対象とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００，０００／１１０，９００，００

０ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２５

年１０月３１日現在 （系統）厚生労働省－日本年金機構－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年１０月２８日～１１月２１日 

【調査事項】 １．在学及び就業状況、２．公的年金加入状況、３．生命保険・個人年金

加入状況、４．老後の生活設計及び公的年金の周知度等に関する事項、５．

世帯員の属性に関する事項  
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【調査名】 特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査（平成２

５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年６月２８日 

【実施機関】 内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（市民活動促進担当） 

【目 的】 平成２３年６月に特定非営利活動促進法が改正され、平成２４年４月から施

行された。改正法において、施行後３年を目途として、新制度の実施状況、特定

非営利活動法人を取り巻く社会経済情勢等を勘案した検討を行い、その結果に基

づいて必要な措置を講ずる旨の規定が設けられている。本調査は、当該検討に資

するため、法施行後における特定非営利活動法人の実態や社会貢献に関する市民

の実態を把握するものである。 

【調査の構成】 １－特定非営利活動法人に関する実態調査票、２－市民の社会貢献に関

する実態調査票 

【公 表】 インターネット（ｅ－Ｓｔａｔ等）及び印刷物 

※ 

【調査票名】 １－特定非営利活動法人に関する実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所・企業 （属性）特定非営利活動法人 （抽

出枠）都道府県及び政令指定都市が保有している特定非営利活動法人リスト

の提供により、母集団名簿を作成する。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４８，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の８月（一部

項目については、前事業年度の実績） （系統）内閣府 － 民間事業者 － 

報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年８月上旬～９月下旬 

【調査事項】 １．経理・情報開示の状況について、２．寄附の受入状況について、３．

財政状況について、４．活動状況等について、５．認定（仮認定）特定非営

利活動法人制度について 

※ 

【調査票名】 ２－市民の社会貢献に関する実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯・個人 （属性）満２０～６９ 歳までの一

般市民 （抽出枠）地区、年齢層、男女比率の層化３段階無作為抽出法によ

り選定する地区、年齢層、男女比率の層化３段階無作為抽出法により選定す

る。（地区）全国を①北海道地区、②東北地区、③関東地区、④北陸地区、

⑤東山地区、⑥東海地区、⑦近畿地区、⑧中国地区、⑨四国地区、⑩北九州

地区、⑪南九州地区の１１ブロックに分ける。（年齢層、男女比率）上記１

１地区について、総務省自治行政局公表の「平成２４年３月３１日現在の住

民基本台帳」を元に、年齢層（年齢階層は①２０代、②３０代、③４０代、
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④５０代、⑤６０代の５分類）、男女比比率により抽出。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の８

月（一部項目については、最近１年間（平成２３年４月～平成２４年３月）

の実績） （系統）内閣府 － 民間事業者 － 報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年８月上旬～９月下旬 

【調査事項】 １．属性、２．ボランティア活動について、３．寄附について、４，ＮＰ

Ｏ全般について 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 配偶者等からの暴力に関する実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月３日 

【実施機関】 福井県総務部男女参画・県民活動課 

【目 的】 本調査は、現在の「配偶者暴力防止および被害者保護のための福井県基本計

画」の計画期間が平成２５年度末に終了するため、県民に対し配偶者等からの暴

力（ＤＶ）に係る実態調査を行い、本県のＤＶの現状を把握し、２５年度策定予

定の「配偶者暴力防止および被害者保護のための基本計画 ＜第２次改訂版＞

（仮称）」や今後のＤＶ防止施策に反映させるための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－配偶者等からの暴力に関する実態調査票 

【備 考】  

※ 

【調査票名】 １－配偶者等からの暴力に関する実態調査票 

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位） （属性）１８歳以上の福井県民 （抽出

枠）住民基本台帳から無作為に選定する 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／６７０，０００ （配布）

郵送 （取集）民間事業者 （記入）自計 （把握時）調査実施期間中の前

年度の１年間（４月～３月） （系統）福井県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則５年）「配偶者暴力防止および被害者保護のため

の福井県基本計画」改定にあわせ実施 （実施期日）６月下旬～７月中旬 

【調査事項】 １．ＤＶ法・相談窓口・共通、（１）ＤＶ法の認知度、（２）相談窓口の認

知度、（３）デートＤＶの認知度、２．異性からの無理やりの性交、（１）異

性からの無理やり性交された経験の有無、（２）相談したか否か、３．ＤＶ

（デートＤＶ）の実態、（１）ＤＶを受けたことがあるか、（２）相談したか

否か及び相談した相手・窓口、（３）相談しなかった理由、（４）相談した結

果、（５）ＤＶの開始時期、（６）別れなかった理由  
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【調査名】 さいたま市商品出荷先地域調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月３日 

【実施機関】 さいたま市総務局総務部総務課 

【目 的】 本調査は、さいたま市とさいたま市外との地域相互における商品の流通状況

を明らかにし、平成２３年さいたま市産業連関表の作成のための基礎資料を得る

ことを目的とする。 

【調査の構成】 １－さいたま市商品出荷先地域調査票 

※ 

【調査票名】 １－さいたま市商品出荷先地域調査票 

【調査対象】 （地域）さいたま市全域 （単位） （属性）日本標準産業分類に掲げる

大分類「製造業」（細分類２１２２生コンクリート製造業を除く。）のうち、

別添の「商品出荷先地域調査品目一覧」に掲げる３２０品目を生産している

事業所 （抽出枠）経済産業省作成「商品流通調査対象名簿」より作成した

事業所リスト（年次：平成２３年、地域：さいたま市） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５７ （配布）郵送 （取集） （記入）自計 

（把握時）平成２３年１月～１２月 （系統）さいたま市‐民間事業者‐報

告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として５年） （実施期日）平成２５年７月１日

～８月２日 

【調査事項】 １．製造品の自工場生産額、２．自工場消費額、輸出向け出荷額、３．国

内向け出荷額、４．国内向け出荷額のうち消費地別構成比  
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【調査名】 子ども・子育て支援新制度施行に向けた事業者経営実態調査（平成

２５年度届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月３日 

【実施機関】 横浜市こども青少年局企画調査課 

【目 的】 本調査は、昨年 ８月に成立した「子ども・子育て支援法」等関連   ３

法に基づく施設型給付費の設定や、支援費（法外扶助）等の検討材料とするため、

認可保育所や樹兵保育室、放課後児童クラブ等の運 営状況や経営状況などの経

営実態を把握する。 

【調査の構成】 １－保育所調査票、２－幼稚園調査票、 ３－横浜保育室調査票、４－

ＮＰＯ型家庭的保育票、５ー家庭保育福祉員調査票、６．放課後児 童ク

ラブ運営状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－保育所調査票 

【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位） （属性）認可保育所（私立のみ。認定こ

ども園を含む。） （抽出枠）横浜市が保有する認可保育所、幼稚園、横浜

保育室、ＮＰＯ等を活用した家庭的保育事業、 家庭保育福祉員による保育

及び放課後児童クラブのリスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４１７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２４年４月１日現在（一部の項目については、平成２

４年１０月１日、１０月２７日、平成２５年２ 月１日、３月１日現在） （系

統）横浜市―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月中旬～７月中旬 

【調査事項】 １．保育所の状況等、２．児童の状況、３．職員配置、４．実費徴収の状

況、５．職員給与、６．収支の状況 

※ 

【調査票名】 ２－幼稚園調査票 

【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位） （属性）幼稚園（認定こども園を含む。） 

（抽出枠）横浜市が保有する認可保育所、幼稚園、横浜保育室、ＮＰＯ等を

活用した家庭的保育事業、 家庭保育福祉員による保育及び放課後児童クラ

ブのリスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２８５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２４年４月１日現在（一部の項目については、平成２

４年１０月１日、１０月２７日、平成２５年２ 月１日、３月１日現在） （系

統）横浜市―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月中旬～７月中旬 

【調査事項】 １．幼稚園の状況等、２．日中の正規教育時間、３．日中の正規教育時間、
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４．児童の状況、５．職員配置、６．預かり保育について、７．施設設備状

況、８．実費徴収の状況、９．職員給与 

※ 

【調査票名】 ３－横浜保育室調査票 

【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位） （属性）横浜保育室 （抽出枠）横浜市

が保有する認可保育所、幼稚園、横浜保育室、ＮＰＯ等を活用した家庭的保

育事業、 家庭保育福祉員による保育及び放課後児童クラブのリスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２４年４月１日現在（一部の項目については、平成２

４年１０月１日、１０月２７日、平成２５年２ 月１日、３月１日現在） （系

統）横浜市―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月中旬～７月中旬 

【調査事項】 １．保育室の状況等、２．児童の状況、３．職員配置、４．保育料等収入

状況、５．職員給与、６．収支の状況 

※ 

【調査票名】 ４－ＮＰＯ型家庭的保育票 

【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位） （属性）ＮＰＯ等を活用した家庭的保育

事業 （抽出枠）横浜市が保有する認可保育所、幼稚園、横浜保育室、ＮＰ

Ｏ等を活用した家庭的保育事業、 家庭保育福祉員による保育及び放課後児

童クラブのリスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２４年４月１日現在（一部の項目については、平成２

４年１０月１日、１０月２７日、平成２５年２ 月１日、３月１日現在） （系

統）横浜市―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月中旬～７月中旬 

【調査事項】 １．保育室の状況等、２．児童の状況、３．職員配置、４．実費徴収の状

況、５．職員給与、６．収支の状況 

※ 

【調査票名】 ５ー家庭保育福祉員調査票 

【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位） （属性）家庭保育福祉員 （抽出枠）横

浜市が保有する認可保育所、幼稚園、横浜保育室、ＮＰＯ等を活用した家庭

的保育事業、 家庭保育福祉員による保育及び放課後児童クラブのリスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２４年４月１日現在（一部の項目については、平成２

４年１０月１日、１０月２７日、平成２５年２ 月１日、３月１日現在） （系

統）横浜市―民間事業者―報告者 
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【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月中旬～７月中旬 

【調査事項】 ＂１．保育家庭保育福祉員の状況等、２．児童の状況、３．職員配置、４．

実費徴収の状況、５．職員給与、６．収支 の状況 

＂ 

※ 

【調査票名】 ６．放課後児 童クラブ運営状況調査票 

【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位） （属性）放課後児童クラブ （抽出枠）

横浜市が保有する認可保育所、幼稚園、横浜保育室、ＮＰＯ等を活用した家

庭的保育事業、 家庭保育福祉員による保育及び放課後児童クラブのリスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２４年４月１日現在（一部の項目については、平成２

４年１０月１日、１０月２７日、平成２５年２ 月１日、３月１日現在） （系

統）横浜市―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月中旬～７月中旬 

【調査事項】 ＂１． 利用料金、２．開設時間、３．児童数の管理、４．人材確保、５．

人材育成、６．組織内の情報共有体制、７．指導員の労働環境、８．労務・

経理関連の事務 

＂  
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【調査名】 家庭の温室効果ガス排出量の削減に関するアンケート調査（平成２

５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月６日 

【実施機関】 新潟県知事政策局広報広聴課 

【目 的】 新潟県では、家庭の温室効果ガス排出量削減の取組の一環として、県民運動

の強化、省エネ機器の普及促進などに力を入れてきたが、家庭の温室効果ガス排

出はほとんど減少せず、十分な効果があがっていないと考えられることから、今

まで、の取組の達成状況と、今後本県として重点的に取り組むべき事項を把握す

る。 

【調査の構成】 １－家庭の温室効果ガス排出量の削減に関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－家庭の温室効果ガス排出量の削減に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位） （属性）新潟県民（アンケート調査協力

員） （抽出枠）＂事前に「県民アンケート」への協力を承諾した「県民ア

ンケート調査協力員」を男女、年齢、地域について人口比で配分の上、無作

為に選定する。 

 

＂ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４５０／１，３７３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年６月１４日現在 （系統）

新潟県ー報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月１４日から６月２８日 

【調査事項】 １．家族構成、２．家庭での節電行動、３．所有する家電製品の個数、４．

所有する自動車、５．所有する自動車の更新等の対応  
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【調査名】 住宅リフォーム緊急助成事業【事業者向け】アンケート調査（平成

２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月７日 

【実施機関】 佐賀県県土つくり本部建築住宅課 

【目 的】 本調査は、佐賀県が実施する「住宅リフォーム緊急助成事業」の影響や効果

を把握するため。 

【調査の構成】 １－住宅リフォーム緊急助成事業【事業者向け】アンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－住宅リフォーム緊急助成事業【事業者向け】アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）佐賀県全域 （単位） （属性）県内のリフォーム関連企業 （抽

出枠）電話帳の情報を用い、その中から単純無作為抽出法により抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７５０／２，４２０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２４年度（平成２４年４月１日か

ら平成２５年３月３１日） （系統）佐賀県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）提出期限は平成２５年６月１７日（予

定） 

【調査事項】 １．事業形態、２．所在地、業種、３．受注高の増減、４．助成事業利用

の有無、５．助成事業の受注高への影響等  
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【調査名】 民間賃貸住宅にお住まいの皆様に関するアンケート調査（平成２５

年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月１０日 

【実施機関】 神戸市都市計画総局住宅部住宅政策課 

【目 的】 本調査は、民間賃貸住宅への有効な支援策の企画・立案に活用するため 

【調査の構成】 １－民間賃貸住宅にお住まいの皆様に関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－民間賃貸住宅にお住まいの皆様に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）市内全域 （単位） （属性）神戸市民間賃貸住宅リストに記載

があり、（１）住宅土地統計調査の対象物件でないこと、（２）住戸数が５か

ら３９戸、（３）家賃が２万以上１０万未満、（４）住戸の総面積が１０㎡以

上８０㎡未満の４条件を満たす民間賃貸住宅に居住する一般世帯 （抽出枠）

神戸市民間賃貸住宅リスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０，０００ （配布）調査員 （取集）調査

員 （記入）自計 （把握時）平成２５年６月末時点 （系統）神戸市 － 

民間事業者 － 報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年７月１０日～８月１５日 

【調査事項】 １．住まいの広さ・性能等に関する事項、２．住まいの立地環境に関する

事項、３．住まいの費用負担等に関する事項、４．今後の居住意向に関する

事項、５．世帯の状況に関する事項  
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【調査名】 福岡市「新設事業所（創業者）」実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月１２日 

【実施機関】 福岡市経済観光文化局産業振興部政策調整課 

【目 的】 本調査は、福岡市における「新設事業所（創業者）」の新設（創業）動機，創

業学習，創業資金，公的・民間創業支援利用の有無等，事業所新設（創業）の実

態，さらに今後の事業展開および問題・課題などについて調査し，今後の起業・

創業支援政策形成に向けた基礎資料とするもの。 

【調査の構成】 １－福岡市「新設事業所（創業者）」実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－福岡市「新設事業所（創業者）」実態調査票 

【調査対象】 （地域）福岡市内 （単位） （属性）平成１８～２１年の間に新設され

た民営事業所 （抽出枠）新設された民間事業所７８２１から抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，２００／７，８２１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年４月１日 （系統）福

岡市 － 民間事業者 － 報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月２４日から２５年７月

７日 

【調査事項】 １．基本属性、２．創業業種、３．創業者の属性、４．創業資金、５．フ

ォーマルな創業支援サービス利用の実態、６．インフォーマルな創業支援の

有無、７．創業開始後の状態  
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【調査名】 「ふくい健康の森」と健康・生きがいづくりに関する調査（平成２

５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月１７日 

【実施機関】 福井県健康福祉部地域福祉課 

【目 的】 本調査は、一般県民の「ふくい健康の森」の認知度や、健康・生きがいづく

りに関する取り組み状況・ニーズ等を把握し、施設の有効利用と活性化策を検討

するための参考資料とする。 

【調査の構成】 １－「ふくい健康の森」と健康・生きがいづくりに関する調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－「ふくい健康の森」と健康・生きがいづくりに関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）個人 （属性）１２歳以上８０歳未満の福

井県民 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／６３０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施期間中の前年度の

１年間 （系統）福井県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（平成２９年度まで。県民の認知度、利用度の変化をみ

る。） （実施期日）１．調査実施期間 平成２５年７月中旬、２．調査

票提出期限 平成２５年８月上旬 

【調査事項】 １．「ふくい健康の森」の認知度（各施設）、２．「ふくい健康の森」の利

用度、利用経験がない場合はその理由（各施設）、３．１年間で実施した運

動やスポーツ、４．１年間で健康や体力づくりのために実施したこと（運動・

スポーツ以外）、５．１年間で楽しみや気分転換のために実施したこと（運

動・スポーツ以外）、６．施設やイベント情報の収集方法  
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【調査名】 労働情勢調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月１７日 

【実施機関】 佐賀県 農林水産商工本部 雇用労働課 

【目 的】 本調査は、県内民間事業所における春季賃上げの要求・妥結状況を把握し、

労使関係者の参考資料として提供することを目的とする。 

【調査の構成】 １－春季賃上げ要求・妥結状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－春季賃上げ要求・妥結状況調査票 

【調査対象】 （地域）佐賀県全域 （単位）労働組合 （属性）全ての産業の単位労働

組合（単位組織組合及び単一組織組合の最下部組織である単位扱い組合）の

うち、適用法規が労働組合法以外の組合、単一企業の組合でないため調査対

象になじまない組合、他支部等への調査で把握可能な組合、回答拒否等があ

る組合等を除いた組合 （抽出枠）全ての産業の単位労働組合（単位組織組

合及び単一組織組合の最下部組織である単位扱い組合）から、適用法規が労

働組合法以外の組合、単一企業の組合でないため調査対象になじまない組合、

他支部等への調査で把握可能な組合、回答拒否等がある組合等を除外する。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２００ （配布）郵送 （取集）郵送・オンラ

イン・その他（ＦＡＸ） （記入）自計 （把握時）６月３０日 （系統）

佐賀県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月下旬～７月中旬 

【調査事項】 １．平均賃金（賃上げ交渉の基礎となる基準内賃金）、２．組合員数、３．

要求日、４．要求額又は要求率、５．妥結日、６．妥結額又は妥結率等  
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【調査名】 自転車交通安全県民意識調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月１８日 

【実施機関】 埼玉県県民生活部防犯・交通安全課 

【目 的】 本調査は、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行後１年を

経過したことから、効果的な自転車安全利用対策を推進するための基礎資料を得

ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－自転車交通安全県民意識調査票 

※ 

【調査票名】 １－自転車交通安全県民意識調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位） （属性）埼玉県内に居住する満２０歳以

上の男女個人 （抽出枠）地域ごとに人口に応じて抽出するための地点を無

作為に設置し、そこから住民基本台帳に基づき抽出を行う層化二段無作為抽

出法 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／６，０００，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年７月 （系

統）県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年７月上旬～下旬 

【調査事項】 １．自転車の利用状況（目的、頻度、距離等）、２．埼玉県自転車の安全

な利用の促進に関する条例関連、（１）条例の認知度、（２） 自転車安全利

用の日の認知度、（３）自転車安全利用の意識の変化（良くなったとすれば

そのきっかけ（条例、報道等））、３． 自転車安全利用についての規範意識、

（１）車両運転者の自覚、（２）通行区分、方法（車道左側、歩道徐行など）、

（３）安全ルール（飲酒運転、信号無視など）、（４）点検整備、（５）反射

材、（６） 防犯対策、（７）交通安全教育の有無、４．自転車の保険につい

ての認、５．自転車用ヘルメットについての認識  
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【調査名】 大阪市港区「企業実態調査」（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２０日 

【実施機関】 大阪市港区役所総務課 

【目 的】 本調査は、区内で操業するものづくり企業の実態や直面する課題、求めるニ

ーズを把握するとともに、それらの企業活動をサポートするための施策の企画・

立案を検討するため。 

【調査の構成】 １－大阪市港区「企業実態調査」 調査票 

※ 

【調査票名】 １－大阪市港区「企業実態調査」 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪市港区 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「製造業」に属する事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－

基礎調査の結果から作成した事業所リスト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６５４ （配布）調査員・郵送 （取集）郵送・

調査員 （記入）自計 （把握時）平成２５年１月１日 （系統）＂配布：

大阪市－民間事業者－報告者、回収：報告者－民間事業者 

＂ 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月中下旬～同年７月末 

【調査事項】 １．企業の概要、２．企業活動の現状、３．経営上の課題、４．操業環境、

５．中小企業支援策の利用状況  
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【調査名】 毒物劇物業務上取扱者防災対策調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２１日 

【実施機関】 愛知県健康福祉部健康担当局医薬安全課 

【目 的】 本調査は、毒物及び劇物取締法に基づく届出等を要しない毒物劇物業務上取

扱者に対し、毒物劇物の取扱状況、管理状況及び危害防止対策等を調査し防災対

策上の基礎資料を得るとともに、調査により判明した情報を基に毒物劇物の適正

な管理等について周知し災害発生時における毒物劇物に起因する付近住民等の

健康被害発生防止策の強化を図る。 

【調査の構成】 １－毒物劇物業務上取扱者防災対策調査票 

※ 

【調査票名】 １－毒物劇物業務上取扱者防災対策調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類Ｆ（製造業）に属する事業所のうち従業員１００人以上の事業所 

（抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査の結果から作成した事業所リ

スト 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，２００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査実施日現在 （系統）高知県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年８月１日～平成２５年８月

３１日 

【調査事項】 １．従業員数、２．主要取引品、３．過去１年間の毒物劇物の取扱いの有

無、４．毒物劇物の貯蔵状況及び管理・取扱い状況、５．取扱いのある毒物

劇物の名称、６．成分、７．含量、８．性状、９．通常保管量及び保管形態  
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【調査名】 鳥取県ひとり親家庭等実態調査 

【受理年月日】 平成２５年６月２１日 

【実施機関】 鳥取県 子育て王国推進局 青少年・家庭課 

【目 的】 本調査は、仕事と生活の両面を一人で担う県内の母子、父子世帯及び寡婦等

の生活実態及びニーズを把握し、施策の充実を図ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－鳥取県ひとり親家庭等実態調査 調査票（母子世帯用）２－鳥取県

ひとり親家庭等実態調査 調査票（父子世帯用）３－鳥取県ひとり親家庭

等実態調査 調査票（寡婦世帯用） 

※ 

【調査票名】 １－鳥取県ひとり親家庭等実態調査 調査票（母子世帯用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県内全域 （単位）世帯 （属性）父のいない児童がその母

によって養育されている世帯 （抽出枠）児童扶養手当受給資格者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，８００ （配布）市町村を通して手渡し、

手渡し不能の世帯は郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２

５年７月１日現在 （系統）鳥取県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２５年８月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．家庭環境、２．仕事の状況、３．世帯の収入、４．子の面会状況、５．

子の養育状況等 

※ 

【調査票名】 ２－鳥取県ひとり親家庭等実態調査 調査票（父子世帯用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県内全域 （単位）世帯 （属性）母のいない児童がその父

によって養育されている世帯 （抽出枠）児童扶養手当受給資格者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５３０ （配布）市町村を通して手渡し、手渡

し不能の世帯は郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年

７月１日現在 （系統）鳥取県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２５年８月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．家庭環境、２．仕事の状況、３．世帯の収入、４．子の面会状況、５．

子の養育状況等 

※ 

【調査票名】 ３－鳥取県ひとり親家庭等実態調査 調査票（寡婦世帯用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県内全域 （単位）世帯 （属性）６５歳未満の配偶者のな

い女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことの

ある者からなる世帯 （抽出枠）鳥取県母子寡婦福祉連合会会員 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５６０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２５年７月１日現在 （系統）鳥取県－鳥取県母子寡

婦福祉連合会－報告者 
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【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２５年８月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．家庭環境、２．仕事の状況、３．世帯の収入等  
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【調査名】 埼玉県就労実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２４日 

【実施機関】 埼玉県 産業労働部 勤労者福祉課 

【目 的】 本調査は、県内の事業所を対象に、労働条件や職場の労働環境などを調査し、

労働者の就労状況を把握するとともに、今後の県の労働施策を検討するための基

礎資料とする。 

【調査の構成】 １－埼玉県就労実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－埼玉県就労実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）事業所 （属性）１．大分類「建設業」「製

造業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「運輸業、郵便業」「金融業、保険業」

「不動産業」及び中分類「旅行業」に属し、従業者数が２９９人以下の中小

企業及び３００人以上の大企業、２．大分類「情報通信業」「卸売業」「物品

賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」

「教育、学習支援業」「医療、福祉」「複合サービス事業」「サービス業（他

に分類されないもの）」に属し、従業者数が９９人以下の中小企業及び１０

０人以上の大企業、３．大分類「小売業」「飲食サービス業」に属し、従業

者数が４９人以下の中小企業及び５０人以上の大企業 （抽出枠）「平成２

１年経済センサス－基礎調査」の事業所情報（県内にある本所・支所事業所

及び県内の単独事業所）から、無作為抽出により選定 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１６０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系

統）埼玉県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年８月上旬～９月中旬 

【調査事項】 １．事業所の主要事業、企業全体の常用労働者数、２．【労働者の就業形

態について】正社員・非正規労働者別（パート、フルタイムパート、契約・

嘱託社員、派遣社員など）の労働者数、就業形態別春季賃金引き上げ状況、

平均勤続年数、平均雇用契約期間、３．【非正規労働者について】能力・意

欲を高める取組、正社員への転換（慣行）制度、非正規労働者を正社員に登

用した人数、４．【高年齢者の雇用について】定年制度、高年齢者継続雇用

制度の有無、対象者限定基準の有無、継続雇用者の人数、継続雇用者の勤務

状況、継続雇用制度のメリットと課題、５．【仕事と家庭の両立支援につい

て】育児休業制度の利用人数、短時間勤務制度の利用人数、介護休業制度の

利用人数、事業所における両立支援策の採用状況  
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【調査名】 神戸市市街地西部地域の活性化に関するアンケート調査（平成２５

年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２４日 

【実施機関】 神戸市企画調整局企画調整部調整課 

【目 的】 市街地西部地域の活性化に向けた新たな重点施策の検討を行うにあたり、住

民からみた地域の魅力、利便性あるいは問題点、課題などについて把握する。ま

た、地下鉄海岸線の需要堀おこしや新たな需要喚起策を検討するための需要調査

を行う。 

【調査の構成】 １－神戸市市街地西部地域の活性化に関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－神戸市市街地西部地域の活性化に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市兵庫区南部、長田区南部（中央区の一部を含む） （単位） 

（属性）１８歳以上の神戸市民 （抽出枠）住民基本台帳に登載された調査

対象の者の中から、登載順に２０番置きに報告者を無作為抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系統）

神戸市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月２６日～平成２５年７

月１２日 

【調査事項】 １．自身や家族に関する事項、２．現在の住まいに関する事項、３．外出

時の利用公共交通機関に関する事項、４．地下鉄海岸線に関する事項、５．

まちづくりに対するアイデアや提案に関する事項  
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【調査名】 滋賀県建設産業実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２７日 

【実施機関】 滋賀県土木交通部監理課 

【目 的】 本調査は、県内の建設産業の現状や課題について調査・分析を行い、滋賀県

建設産業活性化推進検討会に必要な基礎資料の作成を目的とする。 

【調査の構成】 １－滋賀県建設産業実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－滋賀県建設産業実態調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位） （属性）滋賀県に主たる営業所を有する

建設産業業者 （抽出枠）母集団名簿（平成２５年度建設工事等入札参加資

格有資格者名簿を元に、Ｅｘｃｅｌによりランダム関数を用いて名簿を作成

する） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１，４４０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年３月３１日 （系統）滋賀

県―報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 １．事業所の概要、２．経営状況、３．雇用状況、４．資金調達と今後の

展望、５．本県の建設産業振興策等に関する要望、意見  
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【調査名】 高知県職場の健康づくり実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２８日 

【実施機関】 高知県須崎福祉保健所健康障害課 

【目 的】 本調査は、高知県須崎福祉保健所管内事業所における従業員の健康づくりの

取組を把握し、働き盛りの健康づくりの重要性を知らせることにより、業種団体、

事業主及び衛生担当者の従業員の健康づくりに対する意識を高める。 

【調査の構成】 １－高知県職場の健康づくり実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－高知県職場の健康づくり実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）高知県須崎福祉保健所管内全域（須崎市、中土佐町、梼原町、津

野町、四万十町） （単位）事業所 （属性）従業員数が２０人以上の事業

所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査の名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２００ （配布）郵送 （取集）職員 （記入）

自計 （把握時）平成２５年９月１日 （系統）高知県－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として５年） （実施期日）平成２５年８月１日

～平成２５年１２月２日 

【調査事項】 １．事業所名、２．所在地、３．担当者名、４．従業員数、５．業種、６．

衛生推進体制、７．健康管理の取組、８．たばこ対策の状況、９．運動指導

の状況、１０．メンタルヘルスケアの状況、１１．栄養（飲酒含む）指導の

状況、１２．保健指導（睡眠・口腔保健）の状況、１３．従業員の健康課題  
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○届出統計調査の受理 

（２）変更 

【調査名】 ワーク・ライフ・バランス取組状況調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月３日 

【実施機関】 千葉県商工労働部雇用労働課 

【目 的】 本調査は、企業の「仕事と家庭の両立」に関する意識や実態把握のため、「ワ

ーク・ライフ・バランス取組状況調査」を実施し、企業の仕事と家庭の両立に関

する意識や実態の変化を探り、県の施策の効果を検証する。 

【調査の構成】 １－ワーク・ライフ・バランス取組状況調査票 

【備 考】 １．報告を求める事項事項及びその基準となる期日又は期間の変更、２，報

告を求める期間の調査実施期間又は調査票の提出期限の変更 

※ 

【調査票名】 １－ワーク・ライフ・バランス取組状況調査票 

【調査対象】 （地域）千葉県全域 （単位） （属性）平成２１年経済センサス基礎調

査の調査対象事業所（日本標準げる「大分類Ａ－農業・林業」に属する個人

経営の事業所、「大分類Ｂ－漁業」に属する個人経営の事業所、「小分類７９

２－家事サービス業」及び「中分類９６－外国公務」に属する事業所を除く

すべての事業所）のうち、民営（国・地方公共団体を除いたもの）の法人に

属するもの（法人ではない団体に属する事業所及び個人経営事業所を除いた

もの） （抽出枠）総務省「平成２１年経済センサス」による事業所データ

から、下記の従業員規模別割合を乗じて３６００事業所を抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，６００／１２０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年７月１日現在 （系

統）千葉県ー報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２５年７月中旬～平成２５年８月上旬 

【調査事項】 １．業種、過去５年間の売上高の傾向、２．男女別常用雇用者数、３．男

女別派遣・請負受入社員数、４．女性管理職の割合、５．女性管理職の登用

による効果、６．女性管理職の登用の方針、７．残業の状況、８．出産・子

育て及び要介護退職者に係る再雇用制度の状況、９．育児休業制度の状況、

１０．テレワーク導入の状況、１１．仕事と個人の生活等の両立支援制度の

状況及び次世代育成支援行動計画に係る策定・届出の状況  
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【調査名】 外国人住民統計調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月４日 

【実施機関】 鳥取県文化観光局交流推進課 

【目 的】 本調査は、鳥取県内在住外国人の基礎数値を把握し、各種在住外国人施策等

に活用する。 

【調査の構成】 １－国籍別・男女別・年齢別外国人登録者数調査票 ２－国籍別・在留

資格別外国人登録者数調査票 

※ 

【調査票名】 １－国籍別・男女別・年齢別外国人登録者数調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）地方公共団体 （属性）全市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎年１２月末 （系統）鳥取県－報告者（県内各市町村） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月下旬 

【調査事項】 国籍別・男女別・年齢別の登録者数 

※ 

【調査票名】 ２－国籍別・在留資格別外国人登録者数調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）地方公共団体 （属性）全市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎年１２月末 （系統）鳥取県－報告者（県内各市町村） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月下旬 

【調査事項】 国籍別・在留資格別の登録者数  
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【調査名】 平成２５年度 神戸市民１万人アンケート（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月５日 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局参画推進部広聴課 

【目 的】 市民の意識や日常生活における活動等を把握し、今後の計画や施策立案の基

礎資料とする。 

【調査の構成】 １－神戸市民１万人アンケート 調査票 

※ 

【調査票名】 １－神戸市民１万人アンケート 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の神戸市民 （抽

出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１，２３５，４７１ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）神戸市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月２７日～７月１６日 

【調査事項】 １．災害への備えに関する事項、２．みちづくりに関する事項、３．子ど

ものしつけ・教育に関する事項、４．日常生活に関する事項、５．神戸市の

市政に関する事項  
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【調査名】 第１２期 市政アドバイザー 第１回意識調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月５日 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局参画推進部広聴課 

【目 的】 本調査は、具体的施策や事業についての意見を求めるほか、市民生活に関す

る意識を市の事業や施策を実施していく上での参考とする。 

【調査の構成】 １－第１２期 市政アドバイザー 第１回意識調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－第１２期 市政アドバイザー 第１回意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上、８０歳未満の

市民 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０５０／１，１８１，３０９ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）神戸市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年６月１３日～６月２６日 

【調査事項】 １．道路に関する事項、２．ＩＣＴ（情報通信技術）に関する事項、３．

子どもの教育に関する事項、４．自殺に関する事項  
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【調査名】 労働条件実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月６日 

【実施機関】 滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課 

【目 的】 本調査は、滋賀県内の民営事業所に雇用されている労働者の労働条件の実態

を明らかにし、労務管理改善等の基礎資料として提供するほか、労働関係諸機関

の参考資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－労働条件実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働条件実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類におけ

る「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」（ただし運輸業

のみ）、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サー

ビス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教

育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に

分類されないもの）」の産業に属する、常用雇用者数１０人以上の民営事業

所 （抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／９，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年６月３０日現在の実績（一部

調査事項については、（１）年休年度で調査実施年度の６月３０日までに終

了したもの、（２）調査実施前々年度の４月１日から調査実施前年度の３月

３１日までの期間） （系統）滋賀県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年（ただし、労働環境等実態調査を実施する年には、実施しな

い。） （実施期日）毎年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．事業所の事業内容（産業分類）、２．事業所の正規社員・職員数、非

正規社員・職員数、派遣労働者数（男女別）、管理職者数（男女別）、３．労

働組合（１）労働組合の有無、（２）非正規職員の参加の有無、４．休日・

休暇制度（１）週休制の形態、（２）年間休日総数、（３）年次有給休暇平均

付与日数・平均取得日数、（４）年次有給休暇の半日単位、時間単位での取

得、（５）年次有給休暇以外の有給休暇制度、５．労働時間（１）労働時間

短縮のための取組み、（２）労使の話し合いの機会、６．育児・介護休業制

度（１）本人または配偶者が出産した者の有無、（２）育児休業制度の利用

実績および出産を機に退職した女性の人数、（３）育児休業制度の整備状況、

（４）育児に関する短時間勤務制度等の有無、（５）育児に関する短時間勤

務制度等の措置の最長取得期間、（６）子の看護休暇制度の有無、（７）子の

看護休暇制度の利用可能日数、（８）介護休業制度の有無、（９）介護休業制

度の利用状況、（１０）介護に関する短時間勤務制度等の有無、（１１）妊娠・
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出産、育児・介護による退職者の再雇用制度、７．多様な働き方（雇用形態

の転換制度）、８．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）経営（１）

対応すべき経営課題、（２）ワーク・ライフ・バランスに関する取組みの実

施状況、（３）ワーク・ライフ・バランスに関する取組みの効果、９．メン

タルヘルスケア（心の健康対策）（１）メンタルヘルスケアの実施の有無、（２）

メンタルヘルスケアの実施方法、１０．パートタイム労働者（１）パートタ

イム労働者を雇用する理由、（２）パートタイム労働者の就業規則、（３）パ

ートタイム労働者への労働条件の明示方法、（４）パートタイム労働者と一

般労働者の職務内容の差異の有無、（５）パートタイム労働者と一般労働者

の１時間あたりの賃金額の差、（６）パートタイム労働者の賃金額が一般労

働者に比べて低い理由、（７）パートタイム労働者に適用される諸制度、（８）

パートタイム労働者の雇用の今後の方向  
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【調査名】 鉱工業生産動態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月１０日 

【実施機関】 滋賀県総合政策部統計課分析普及担当 

【目 的】 本調査は、滋賀県における鉱工業生産の動向を把握し、滋賀県の鉱工業指数

作成のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－調査票１、２－調査票２ 

【備 考】 今回の変更は、調査対象の範囲、報告者を求める者、報告を求める事項及び

その基準となる期日又は期間、報告を求めるために用いる方法、報告を求める期

間の変更等 

※ 

【調査票名】 １－調査票１ 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位） （属性）県内で鉱工業生産を行う事業所

および生産を把握する業界団体 （抽出枠）工業統計調査の名簿および個票

から、工業統計調査品目別の出荷額を大きい順に並べ、出荷額が２０億円以

上の事業所のうち経済産業省実施の生産動態調査の対象となっていない事

業所を候補とし、日本標準産業分類の大分類（製造業）の中分類毎に滋賀県

鉱工業指数の採用品目の生産金額および種類を検討し、鉱工業生産動態調査

の報告者を選定する。（新規報告者のみ） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２４事業所 ３業界団体（母集団数：約３

０００） （配布）郵送・オンライン・ＦＡＸ （取集）郵送・オンライン・

ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎月末 （系統）滋賀県－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月 （実施期日）提出期限は、翌月１０日 

【調査事項】 １．自事業所分の毎月末の品目別生産、出荷および在庫の数量ならびに金

額 

※ 

【調査票名】 調査票２ 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位） （属性）県内で鉱工業生産を行う事業所

および生産を把握する業界団体 （抽出枠）工業統計調査の名簿および個票

から、工業統計調査品目別の出荷額を大きい順に並べ、出荷額が２０億円以

上の事業所のうち経済産業省実施の生産動態調査の対象となっていない事

業所を候補とし、日本標準産業分類の大分類（製造業）の中分類毎に滋賀県

鉱工業指数の採用品目の生産金額および種類を検討し、鉱工業生産動態調査

の報告者を選定する。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７事業所 １業界団体（母集団数：約３０

００） （配布）郵送・オンライン・ＦＡＸ （取集）郵送・オンライン・

ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）平成１７年１月～平成２５年４月の毎月
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末 （系統）滋賀県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年４月２２日～５月３１日 

【調査事項】 １．自事業所分の毎月末の品目別生産、出荷および在庫の数量ならびに金

額  
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【調査名】 東京の中小企業の現状に関するアンケート調査（サービス産業編）

（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月１４日 

【実施機関】 東京都産業労働局商工部調整課 

【目 的】 本調査は、東京都産業労働局商工部調整課が「東京の中小企業の現状」を作

成するために実施する。「東京の中小企業の現状」は、東京都内に立地する中小

企業の経営実態を実証的に把握し、経営活動と経営環境に対する認識状況等の分

析を通じて、都内で経営を維持発展させていくための経営課題等を抽出するとと

もに、産業振興のための課題を検討することを目的とする。今年度はサービス産

業を対象として作成する。 

【調査の構成】 １－東京の中小企業の現状に関するアンケート調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査対象の範囲、報告者を求める者、報告を求める事項及び

その基準となる期日又は期間、報告を求めるために用いる方法、報告を求める期

間の変更等 

※ 

【調査票名】 １－東京の中小企業の現状に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）東京都内全域（島しょを除く） （単位）事業所 （属性）中小

企業基本法に基づく中小企業で、サービス業に分類される企業（常用雇用者

規模１００人以下又は資本金額規模５千万円以下） （抽出枠）平成２１年

経済センサス－基礎調査結果から、以下の条件により抽出（１．経営組織、

２．本所、支所の別、３．常用雇用者規模、４．資本金額規模、５．産業分

類） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／９３，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）６月３０日時点 （系統）

東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）発送：７月中旬  提出：７月下旬～８月

上旬 

【調査事項】 １．回答企業の属性（事業者規模、創業年、資本金、業種等）、２．創業

（経緯、事業承継等）、３．売上高等の業績（売上高、経常損益等）、４．顧

客状況（顧客の件数、売上依存度等）、５．事業・経営（広告宣伝手法、事

業活動上の課題等）、６．競争戦略（競争戦略上の取組み、企業間連携）、７．

人材採用・人材育成、８．その他  
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【調査名】 川崎市高齢者等実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月１４日 

【実施機関】 川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 

【目 的】 本調査は、平成２７年度から平成２９年度までの３ヵ年にかかる高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画策定のための基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－一般高齢者調査アンケート調査票２－要支援・要介護認定者調査ア

ンケート調査票３－特別養護老人ホームへの入所希望者調査アンケート調

査票 ４－川崎市居宅介護支援事業者調査 調査票 ５－川崎市居宅介護

サービス事業者調査 調査票 ６－川崎市介護保険施設等調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－一般高齢者調査アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）個人 （属性）要支援・要介護認定者を除

く高齢者（６５歳以上の方） （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，６００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２５年７月１日現在 （系統）川崎市－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年７月１７日～平成２５年８月１

５日 

【調査事項】 １．基本属性、２．生活状況、３．健康状態、４．就労状況、５．地域と

のつながり、６．社会保険料等の負担感、７．将来的な不安、８．介護保険

制度について、９．市の施策について、１０．数年後の社会状況について 等 

※ 

【調査票名】 ２－要支援・要介護認定者調査アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）個人 （属性）要支援・要介護認定者（６

５歳以上の方） （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２５年７月１日現在 （系統）川崎市－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年７月１７日～平成２５年８月１

５日 

【調査事項】 １．基本属性、２．生活状況、３．健康状態、４．現在利用中の介護サー

ビスについて、５．介護保険制度について、６．市の施策について、７．介

護者の状況について 等 

※ 

【調査票名】 ３－特別養護老人ホームへの入所希望者調査アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）個人 （属性）特別養護老人ホームへの入
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所希望者（６５歳以上の方） （抽出枠）川崎市が保管する特別養護老人ホ

ーム入所希望待機者リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２５年７月１日現在 （系統）川崎市－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年７月１７日～平成２５年８月１

５日 

【調査事項】 １．基本属性、２．生活状況、３．健康状態、４．入所希望理由、５．入

所希望時期、６．介護保険制度について、７．市の施策について、８．介護

者の状況について 等 

※ 

【調査票名】 ４－川崎市居宅介護支援事業者調査 調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）居宅介護支援事業者 （抽

出枠）神奈川福祉コミュニティからの情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２５年７月１日現在 （系統）川崎市－民間事業者－

報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年８月７日～平成２５年８月３１

日 

【調査事項】 １．基本情報、２．サービス実施状況、３．サービスの質の向上を図るた

めの取り組み、４．事業展開における課題と要望、５．市への要望 等 

※ 

【調査票名】 ５－川崎市居宅介護サービス事業者調査 調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）居宅介護サービス事業者 

（抽出枠）神奈川福祉コミュニティからの情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８９０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２５年７月１日現在 （系統）川崎市－民間事業者－

報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年８月７日～平成２５年８月３１

日 

【調査事項】 １．基本情報、２．サービス実施状況、３．サービスの質の向上を図るた

めの取り組み、４．事業展開における課題と要望、５．市への要望 等 

※ 

【調査票名】 ６－川崎市介護保険施設等調査 調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）施設サービス事業者 （抽

出枠）神奈川福祉コミュニティからの情報 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２６０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２５年７月１日現在 （系統）川崎市－民間事業者－

報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年８月７日～平成２５年８月３１

日 

【調査事項】 １．基本情報、２．サービス実施状況、３．サービスの質の向上を図るた

めの取り組み、４．事業展開における課題と要望、５．市への要望 等  
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【調査名】 労働状況実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２４日 

【実施機関】 川崎市経済労働局労働雇用部 

【目 的】 本調査は、川崎市内の民間企業・事業所の労働時間、雇用状況を中心とした

労働事情を明らかにし、勤労者福祉の向上及び各事業所の企業活力の増進に資す

ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－労働状況実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働状況実態調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る次の大分類に属する事業所とする。「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設

業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，

郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、

「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関

連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービ

ス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）（中分類９３「政治・経済・

文化団体」を除く。）」ただし、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金融業，

保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「複合

サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）（中分類９３「政治・

経済・文化団体」を除く。）」の産業分類については、本調査では、「サービ

ス業」とした。 （抽出枠）川崎市事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３，５００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年８月１日現在 （系統）川崎

市－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月１日～８月最終金曜日 

【調査事項】 １．事業所の属性（主な産業、労働組合の有無、正社員数、非正社員数）、

２．景気動向・経営状況、３．週休形態、４．所定労働時間・日数等、５．

年次休暇の取得状況、６．雇用状況、７．各種制度（定年制度、退職金制度、

再雇用・再任用制度、育児休業制度、介護休業制度、子の看護休暇）の整備

状況、８．ワークライフバランスの取組状況  
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【調査名】 神戸市内景況・雇用動向調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２６日 

【実施機関】 神戸市産業振興局経済部経済企画課 

【目 的】 本調査は、具体的施策や事業についての意見を求めるほか、市民生活に関す

る意識を市の事業や施策を実施していく上での参考とする。 

【調査の構成】 １－第１７回神戸市内景況・雇用動向調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更等。 

※ 

【調査票名】 １－第１７回神戸市内景況・雇用動向調査票 

【調査対象】 （地域）市内全域 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる大

分類のうち「建設業」、「製造業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「教

育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に

分類されないもの）」に属する従業員５名以上の神戸市内に本社が所在する

企業 （抽出枠）平成２１年度経済センサス－基礎調査の事業所名簿に産業

振興局が規模・業種等の情報を基に訂正を加えたもの 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，０００／２０，７１１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系統）神戸

市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２５年７月１６日～７月３０日 

【調査事項】 １．景況・雇用状況に関する事項、２．営業・操業環境に関する事項、３．

自然・再生可能エネルギー関連分野への参入に関する事項、４．事業計画に

関する事項  
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【調査名】 京都府鉱工業生産動態統計調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年６月２７日 

【実施機関】 京都府政策企画部調査統計課 

【目 的】 本調査は、昭和２６年から、経済産業省生産動態統計調査（基幹統計調査）

等で得られない品目についての生産動態を把握。 

【調査の構成】 １－京都府鉱工業生産動態統計調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－京都府鉱工業生産動態統計調査 調査票 

【調査対象】 （地域）京都府全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類による

製造業を営む事業所のうち、要領で指定した品目を製造する事業所及び要領

で指定した品目の生産動態を集計する機関 （抽出枠）工業統計調査準備調

査名簿から、品目ごとに、出荷額の上位事業所のうち、継続的な報告が可能

である事業所を選定。また、京都府中小企業団体名簿から、品目ごとに、生

産動態を集計する機関のうち、継続的な報告が可能である機関を選定。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）事業所４５／４２００、機関４／１００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎月末日 （系統）京

都府政策企画部調査統計課－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月 （実施期日）翌々月１０日 

【調査事項】 １．月間生産高・出荷高の数量及び金額、２．月末在庫高の数量 
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